
松
下
圭
…
政
治
麗
諭
と
経
済
軸

１
１
政
策
里
宋
と
し
て
の
社
会
構
成
体

米
倉
克
良
・
菊
帥
・
●
●
砥
・
潟
・
》
２

特
集
Ｉ
 
資
本
主
義
を
超
え
る
亜
２
１
世
紀
社
会
主
義
の
思
想
・
運
動
・
組
織
 
Ｉ

特
集
リ
ー
ド
（
田
畑
）
・
…
．
．
…
…
．
：
…
只
》

田
嶋
康
利
労
働
者
協
同
組
合
法
を
実
践
に
ど
う
生
か
す
の
か
乱

ｌ
労
働
観
の
転
換
を
促
す
運
動
を
地
域
か
ら
つ
く
る
：
．
：
・
・
…
．
．
…
…
１
４

丸
山
茂
樹
世
界
変
革
へ
の
道
筋
Ｉ
社
会
的
連
帯
経
済
と
協
同
組
合
・
…
・
：
…
…
：
…
２
４

白
川
真
澄
 
脱
成
長
の
ポ
ス
ト
資
本
主
義
へ
１
１
新
し
胆
社
会
構
想
と
運
動
：
…
…
｜
鴬
：
…
劃
３
２

榎
原
均
 
階
級
闘
争
の
理
論
か
ら
陣
地
戦
の
理
論
へ
…
…
…
・
：
●
淵
・
・
４
４
：
｜
ｒ
 

柏
井
宏
之
 
生
き
づ
ら
い
人
々
の
課
題
こ
そ
焦
点
１
１
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
現
代
サ
バ
ル
タ
ン
…
…
…
…
…
…
５
６

村
岡
到
友
愛
社
会
主
義
論
の
探
究
…
…
…
…
…
…
６
２
 

松
尾
匡
 
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
か
ら
の
社
会
主
義
的
変
革
の
二
契
機

ｌ
リ
ス
ク
・
決
定
・
責
任
と
マ
ル
ク
ス
の
自
由
論
…
…
…
・
・
・
…
・
・
・
７
８

永
井
務
ア
メ
リ
カ
社
会
民
主
主
義
の
哲
学
ｌ
「
純
粋
経
験
」
と
「
取
引
」
…
…
…
…
…
…
９
２

成
田
大
起
 
内
在
的
批
判
と
し
て
の
社
会
主
義
対
：

ｌ
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
『
社
会
主
義
の
理
念
』
の
意
義
と
課
題
…
…
：
…
：
：
…
１
０
４

特
集
Ⅱ
斎
藤
幸
平
『
人
新
世
の
『
責
本
論
僅
Ｉ
私
は
こ
う
読
ん
だ

三
上
晋
我
が
生
活
圏
に
お
け
る
コ
モ
ン
ｉ
産
廃
処
分
場
新
設
阻
止
闘
争
と
関
係
づ
け
て
・
卵
…
・
…
、
：
…
…
１
１
８

吉
永
剛
志
 
運
動
内
部
者
の
微
視
的
感
想
１
１
か
っ
て
Ｎ
Ａ
Ｍ
に
参
加
し
た
身
か
ら
。
…
・
…
…
・
…
…
１
２
２

津
田
道
夫
自
分
達
の
運
動
と
重
ね
つ
つ
…
…
…
…
…
…
１
２
６

大
石
和
雄
 
「
脱
成
長
の
コ
ミ
ュ
’一
ズ
ム
」
の
提
唱
か
ら
脱
資
本
主
義
の
共
産
主

・
・
、
〆
・
，
群
-．
や
-辛
《
。
．

．
 

。
-
冊
一
恥
塞
・
雰
・
一
一
．
-

李
依
媚
ウ
ォ
ー
ラ
ス
テ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
環
境
問
題
意
這
率
勲

ｌ
斎
藤
幸
平
『
人
新
世
の
「
資
本
論

村
山
章
交
換
価
値
か
ら
使
用
価
値
へ
…
…
…
…
．

Ｉ
帯
＃
聯
１
１
←
！
→
ｉ
Ｉ
，
ｉ
ｉ
１
Ｉ
-ｉ
-！
＃
．
ｉ
１
’１
卜
-卜
ｉ
ｒ
’か
’←

- 

、
凸
、
池
 

＃

。
．
、
転
出
一
山
１
-

木
村
倫
幸

内
藤
酬
入

和
田
龍
三

綾
目
広
治

：
診
穆

小
野
正
嗣
 
オ
ー
ル
ド
・
マ
ル
ク
ス
も
捨
て
た
も
れ
じ
や
滋
い
・
司
蕊
・
灘
：
》
１
５
５
調
華
，
一
-錐

徳
永
裕
二
斎
藤
幸
平
『
人
新
世
の
「
資
本
論
こ
を
巡
っ
て
：
…
恥
…
…
…
…
-貝
ｘ
Ｕ

細
谷
実
？
廐
繕
毛
蕊
懸
蓬
謹
鳥
ｆ
野
ｒ
６
-

高
田
純
 
環
境
危
機
へ
の
抜
本
的
対
応
を
め
ざ
し
て
：
雫
…
・
…
》
・
雫
・
毎
．
；
-７
４
涌
ｒ
…

島
崎
隆
：
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
関
わ
る
最
近
の
論
争
点
笠
…
澤
皇
烈
！
一

ｌ
斎
藤
幸
平
の
問
題
提
起
を
中
ｆ
判
蕊
過
哩
ｒ
■
■

特
集
皿
咋
大
藪
龍
介
『
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
へ
“ゞ
ゞ
岬て

…
・
・
…
・
…
…
…
，
言
Ｕ
《
Ｕ

-
Ｊ
-
・
０
１
-
，
ｊ
Ｉ
ｆ
ｊ
ｊ
ｌ
Ｉ

＆
■
■
ｐ

申
。
●
●
●
ｂ
訓
叩
一
【
一
割
勿
一
酎
即
恥
印
軋
《
一
〃
勾
一
Ｔ
・
●
１
１
-
Ｉ
Ｉ
Ｊ
，
Ｉ
Ｉ
Ｊ
，
Ｆ
１

・
４
１
６
！
●
’１
１
１
--！
-１
１
，
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
・
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
３
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
，
ｊ
Ｐ
ｉ
ｉ
．
-！
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｒ
Ｉ
-ｉ
’１
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｆ
，
’１
１
１
１
１
１
１
心
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
，
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

う
乳
や
と
と
よ
 
と
 
み
み
-

木
村
勲
上
宮
法
皇
と
廐
戸
豊
聡
耳
及
び
聖
徳
太
子
に
つ
き
蛍
-１
１
や
す
い
評
へ
の
反
論
を
兼
ね
て

長
島
功
 
-５
６
号
特
集
「
中
間
総
括
叩
疎
外
論
論
争
」
論
評
：
…
》
…
…
…
、
２
３
２

義
積
弘
幸
エ
ッ
セ
イ
・
人
生
の
探
究
（
本
誌
１
５
１
号
）
補
記
…
…
…
↑
…
・
》
：
-２
３
７

安
孫
子
誠
男
 
斎
藤
日
出
治
『
資
本
主
義
の
暴
力
１
ｉ
現
代
世
界
の
破
局
を
読
む
』

木
村
倫
幸
 
榊
原
崇
仁
肩
島
が
沈
黙
し
た
Ｂ
Ｉ
Ｉ
原
発
事
故
と
甲
状
腺
被
ば
く
」

２
２
２

２
４
２

２
４
６

も

今

’
４

鍔

〃

蝦

出
国
■
間
肌
■

、
 
甜
↑
画
幸
嘩
一
手
垂
で

蹄
五
第
■
，
？
■
一
℃
〃

：
 
０
ｊ
吟
《
》

２
妄
●国

言７
覗
夛
-
，
《
、
″》
 
・
-。
．
姫
．
。
、
-．
 
Ｐ
・

Ｆ
Ｊ
阜
捉
 

Ｊ
宮
-寺
冒
写
 

■
Ｔ
》
■
 

冒
冒
》
『
凸
輌
口
冒

軋
房
幻
。
■
Ⅱ
０
○
王
 
咽
 
ロ
 
・
-内
 
》

←
・
-
Ｉ
』
１
１
１
里
。
き
や
や
哩
写
零
ｆ
ｔ
界
ｐ

ｌ
７
１
８
１
８
０
８
■
１
４
斗
垣
砂
令
ｒ

ｌ
Ｆ
ｆ
号
，
Ｆ
粥
離
§
師
８
Ｋ
℃
＃
心
Ｊ
勺
必
』
４
番
乃
仔
碓
搬
嘩
畢
心
や
○
Ｆ
１
４
Ｊ
吋
倖
佃

醍

騨

鶴

熱

認

輻

溌
・
、
：
．
・
魁
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柴
 
Ⅲ

二
勢
龍
介
 
一
マ
ル
ク
ス
、
王
義
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
へ

ｌ
マ
ル
ク
ス
エ
ン
ゲ
九
＃
ス
隣
レ
ー
ニ
霊
ン
￥
の
国
家
論
の
超
克
」
 
を
め

マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
回
顧
・
再
論

Ｉ
大
藪
龍
介
『
マ
ル
ク
ズ
主
義
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
へ
』
に
よ
せ
て

-加
藤
哲
郎

一
か
と
う
て
つ
ろ
う
／
一
橋
大
学
名
誉
教
授

／
政
治
学

訴
窺

新
型
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
自
粛
蟄

居
が
続
い
て
い
乱
す
。
こ
れ
を
機
会
に
日

本
の
医
学
・
医
療
の
歴
史
を
関
東
軍
防

疫
給
水
部
（
７
３
１
部
隊
）
の
影
を
帯
び

た
も
の
と
し
て
研
究
し
心
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

軍
翠
腋
畔
鞭
域
“橘
吋
汽
叫
詐
汗
神
岡
Ⅷ
誹
臨
也
禰
澗
壗
咋
製

大
藪
氏
と
私
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
超
克
」
へ
の
ス
タ
ン
ス

大
藪
龍
介
氏
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
』
（
明
石
書
店
、
２
０
２
０
年
）
は
、

「
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
国
家
論
の
超
克
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
は
社

会
理
論
学
会
２
０
０
５
年
度
年
次
大
会
報
告
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
国
民
国
家
」
（
年
報
『
社

会
理
論
研
究
』
第
７
号
、
２
０
０
６
年
）
以
後
、
久
し
く
扱
っ
て
い
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
経
済
学

を
金
子
勝
氏
、
政
治
学
を
私
が
担
当
し
た
。
そ
の
第
１
章
「
「
国
家
論
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
回
顧
」
は
、

大
藪
氏
の
今
回
の
労
作
に
照
応
す
る
私
自
身
の
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
研
究
の
「
総
括
」
で
「
パ
ラ

ダ
イ
ム
転
換
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
そ
の
骨
格
の
み
を
再
録
し
て
お
く
。

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
も
と

（
青
木
書
店
、
１
９
８
６
）
で

Ｅ
-
-
Ｌ
Ｉ
Ｐ
宮
-
-
・
-

■

Ｉ

■

即

酢

昨

阯

Ⅱ

卜

惟

ド

争

噛

Ｆ

・

口

’
１

ｒ

凸

が

押

少

ｆ

や

Ｉ

ｆ
砿
乳

＃
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ら
陣
地
戦
へ
」
の
論
理
に
繋
ぐ
こ
と
、
等
々
で
レ
ー
’一
ン
主
義
国
家

論
と
は
異
な
る
視
角
穆
提
示
し
得
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
は
眼
前
の
資
本
主
義
国
家
の
具
体
的
機
構
や

機
能
憩
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
問
わ
れ
る
と
、
「
力
関
係
」
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
水
準
と
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
土
俵
が
あ
り
、
国
家
と
市

民
社
会
な
い
し
政
治
・
経
済
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
区
分
３
人
種
・
民

族
・
宗
教
、
性
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
家
庭
、
人
権
・
市
民
権
・
参
政
権
、

就
業
部
門
・
職
業
・
地
位
・
階
層
、
更
に
は
伝
統
・
文
化
・
メ
デ
ィ

ア
・
情
報
．
。
↓
く
ユ
ニ
ヶ
ー
、
ン
ヨ
ン
な
ど
、
社
会
理
論
の
あ
ら
ゆ
る

問
題
群
が
関
わ
っ
て
く
る
。

実
際
の
「
国
家
論
ル
ネ
サ
ン
ス
」
は
、
国
家
形
態
論
、
機
構
・
機

能
論
の
レ
ベ
ル
で
、
当
時
ア
メ
リ
カ
多
元
主
義
理
論
の
批
判
と
し
て

登
場
し
た
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
論
と
結
び
つ
き
、
政
労
使
関

係
の
比
較
政
治
経
済
学
や
比
較
福
祉
国
家
論
の
実
証
的
研
究
の
方
向

に
向
か
い
、
ラ
ク
ラ
ゥ
ら
の
「
社
会
中
心
主
義
」
に
対
す
る
ス
ィ
ー

ー
ダ
・
ス
コ
チ
ポ
ル
ら
の
「
国
家
中
心
主
義
」
の
台
頭
を
経
て
、
や
が

て
新
制
度
論
や
公
共
政
策
論
と
し
て
新
た
な
領
域
を
切
り
開
い
た
。

国
家
の
本
質
論
レ
ベ
ル
で
は
、
そ
も
そ
も
国
家
道
具
説
と
国
家
関

係
説
の
分
岐
は
、
権
力
論
に
お
け
る
権
力
実
体
説
か
ら
権
力
関
係
説

へ
の
流
れ
を
底
流
に
し
て
い
た
。
そ
の
権
力
理
論
に
、
バ
カ
ラ
ッ
ク

ー
Ⅱ
《
ハ
ラ
ッ
の
「
非
決
定
」
権
力
論
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ル
ー
ク
ス
の

第
三
次
元
権
力
論
、
β
く
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
規
律
・
訓
練
権
力
、

蕊
議
蕊
溌
購
霜
濯

一
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
、
プ
レ
ｌ
：
ン
グ
論
、
イ
ベ
ン
ト
分
析
な
ど
の
手
法

一
も
動
員
さ
れ
、
政
治
社
会
学
や
．
、
く
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
融
合
し

一
て
き
た
。

そ
れ
ら
は
、
国
家
論
に
固
有
の
国
家
本
質
・
形
態
論
、
機
構
・
機

能
論
な
ど
の
領
域
性
轄
浸
食
し
、
希
釈
す
る
機
能
を
果
た
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、
１
９
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ギ
ー
ル
ケ
国
家
有
機
体
説

や
イ
ェ
リ
ネ
ヅ
ク
の
国
家
法
人
説
（
美
濃
部
達
吉
の
天
皇
機
関
説
の

根
拠
と
な
っ
た
）
が
、
２
０
世
紀
初
頭
に
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
、

デ
ュ
ギ
ー
の
分
業
国
家
論
、
社
会
連
帯
主
義
、
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー

カ
ー
、
ラ
ス
キ
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
多
元
主
義
国
家
論
へ
と
換
骨

奪
胎
さ
れ
て
相
対
化
し
、
ア
メ
リ
カ
の
「
国
家
論
な
き
」
政
治
過
程

一
論
・
政
治
心
理
学
に
引
き
継
が
れ
た
よ
う
に
．

一
経
濡
詩
か
Ｆ
郡
塑
冠
注
捧
掴
雪
諦
鈍
纐
”準
神
型
け
漏
乖
か
や
準
坐

一
か
ら
政
治
経
済
学
へ
と
国
家
論
と
し
て
の
固
有
性
を
保
持
す
る
潮
流

と
、
ラ
ク
ラ
ゥ
、
、
ン
ヤ
ン
タ
ル
・
ム
フ
ら
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義

を
自
称
し
言
説
・
審
問
理
論
か
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
、
ン
Ｉ
論

一
に
主
戦
場
を
移
す
流
れ
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
ら
ポ
ス
ト
構
造

一
主
義
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
理
論
と
結
び
つ
い
て
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
や
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ァ
リ
ズ
ム
へ
と
展
開
し
国
家
論
か
ら

一
離
れ
て
い
く
潮
流
、
等
々
に
分
岐
し
て
い
く
。

一
 
実
際
、
伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
道
具
説
に
と
っ
て
の
最
大

ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
経
済
還
元
主
義
・
階
級

点
論
と
い
っ
た
理
論
的
批
判
で
は
な
か
っ
た
。

侭
嬬
-屡
似
か
鈴
・
パ
心
州
。
い
-一
．
一
・
寸
-参
｝
●
●
仙
・
も
-
．
-『
一
．
・
・
秤
-曲
．
-犀
．
 

・

一
二
宮
』
一
口
一
一
二
二
コ
一
一
口
ニ
ー
コ
ー
コ
ロ
ロ
宮
ロ
ロ
ロ
ロ
ユ
酔
叫
四
．
ロ
ゴ
唾
匪
恥
酌
酢
酌
呪
伽
咋
畔
吟
幟
恂
・
川
恥
唖
・
舎
旧

１両匝
繩

靹

脚

印
Ｉ

差

社
会
運灘

＃

識

爾吋‘
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年
、
「
脚
際
歴
史
探
偵
の
２
０
年
」
法
政
大
学
『
大
原
社
会
問
題
研
究
所

Ｐ

ｏ

ｐ

。

、

ロ

。

、

雑
誌
』
６
７
０
号
、
２
０
１
４
年
、
等
参
照
）
。
※

大
藪
氏
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
と

マ
ル
ク
ス
「
国
家
の
社
会
へ
の
再
吸
収
」
焦
点
化
へ
の
共
感

大
藪
龍
介
氏
の
著
書
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
」
と
題
さ
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
概

念
は
科
学
哲
学
者
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
科
学
史

上
の
概
念
で
あ
り
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
」
や
「
科
学
的
社
会

主
義
」
の
絶
対
性
・
全
体
性
の
主
張
に
対
す
る
批
判
が
内
在
さ
れ
て
い

た
．
「
．
ハ
ラ
ダ
ィ
ム
転
換
」
は
、
複
数
以
上
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
対

塒
・
競
合
の
な
か
か
ら
相
対
的
「
真
理
」
に
近
づ
い
て
い
く
手
法
で

あ
っ
た
。
大
藪
氏
は
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
は
、
久
し
く
卓
抜
な
業
績

と
し
て
称
賛
さ
れ
、
現
在
で
も
依
然
と
し
て
多
く
の
マ
ル
ク
ス
主
義
左

翼
に
受
容
さ
れ
て
い
る
指
導
的
諸
理
論
を
厳
正
に
再
吟
味
し
、
批
判
の

節
い
に
か
け
て
継
承
し
解
体
し
て
再
編
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
（
６

頁
）
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
遺
産
が
「
貧
弱
」
で
あ
る
政
治
理
論
・
国
家
論

に
焦
点
浄
絞
り
込
ん
だ
。

大
薮
氏
の
大
著
は
、
Ｉ
「
マ
ル
ク
ス
政
治
理
論
の
転
回
」
、
Ⅱ
尋
ル
イ
。

ホ
ナ
-ハ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
ー
８
日
』
を
ど
う
読
む
か
」
、
Ⅲ
「
エ
ン

ゲ
ル
ス
国
家
論
の
地
平
」
、
Ⅳ
「
十
月
革
命
に
お
け
る
ソ
ヴ
ェ
ト
国
家
体

弥
鞭
鋤
癖
雑
鯉
鯛
癖
窪
漣
諏
埠
彫
密
蕊
津
鼬
狸
稼
論
」
気
Ⅵ
「
歴
史
の
激
変
の
な

私
の
社
会
理
論
学
会
で
の
「
総
括
」
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
は
限

定
さ
れ
な
い
か
ら
、
第
２
章
「
国
家
論
の
歴
史
的
展
開
」
、
第
３
章
「
近

代
国
民
国
家
論
」
、
第
４
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
と
レ
ー
ニ
ン
主
義

国
家
論
」
、
第
５
章
「
国
家
論
ル
ネ
サ
ン
ス
」
、
第
６
章
「
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ス
タ
ン
ス
」
、
第
７
章
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

と
〈
帝
国
〉
論
の
方
へ
」
と
、
ア
ン
ト
’一
オ
・
ネ
グ
リ
ら
の
２
１
世
紀

的
問
題
提
起
と
切
り
結
ぶ
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
．
つ
ま
り
 
ヲ
ル
ク
ス

主
義
国
家
論
」
と
い
う
問
題
設
定
そ
の
も
の
の
限
界
と
部
分
性
を
述
べ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

大
藪
氏
の
Ｉ
-Ⅳ
が
私
の
「
総
括
」
で
は
第
４
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義

国
家
論
と
レ
ー
ニ
ン
主
義
国
家
論
」
に
相
当
し
、
「
Ｖ
 
グ
ラ
ム
シ
の
国

家
論
」
が
私
の
第
５
章
以
下
に
相
当
す
る
．
私
の
「
総
括
」
は
学
会
報

告
と
し
て
は
異
例
に
長
い
雑
誌
論
文
で
あ
っ
た
が
、
大
藪
氏
の
新
著
は

全
２
７
６
頁
、
そ
の
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
詳
細
な

解
読
は
、
大
藪
氏
の
古
典
へ
の
執
着
を
物
語
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は

か
っ
て
の
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
言
説
、
国
家
に
関

わ
る
片
言
隻
語
の
文
献
解
釈
学
で
は
な
い
。
１
．
Ⅱ
章
の
フ
ラ
ン
ス
３

部
作
解
読
に
典
型
的
で
あ
る
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
の
政
治
過
程
に
即
し
た
、
歴
史
的
実
証
的
検
証
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
自
体
に
異
議
は
な
い
。

私
の
場
合
は
、
マ
ル
ク
ス
の
政
治
理
論
や
ロ
シ
ア
革
命
過
程
の
検
証

よ
り
も
、
む
し
ろ
ソ
連
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な
独
裁
国
家
ぞ
作
り
出
し

た
２
０
世
紀
国
際
共
産
主
義
運
動
の
批
判
的
分
析
に
向
か
っ
た
。
実
漂

主
妻
退
勤
ｑ
掛
鞘
敵
分
析
に
向
か
っ
た
。
実
際

シ
ュ
タ
-ジ
国
家
で
の
生
活
体
験
を
対
象
化
し

鐸
鍵
塞
鐸
斡
蕊
舞
廷
溌
蚤
、
」
説

！
：
ぅ
Ｊ
、
一
や
 
の
再
吸
収
」
の
視
角
だ
っ
た
。
方
法
論
的
に
も
政
治
的
に
も
異
な
る
出

マ
ル
ク
ス
主
義
に
必
要
な
発
点
か
ら
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
」
に
取
り
組
ん
だ
大
藪
氏
と
私
は
、

い
て
は
中
部
大
学
年
報
こ
の
半
世
紀
の
粁
余
曲
折
を
経
て
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
に
至
っ
た
こ
と

小
島
亮
氏
等
の
質
問
に
答
に
な
る
（
こ
の
点
、
加
藤
「
現
代
社
会
科
学
の
一
部
と
な
っ
た
グ
ラ
ム

『
初
期
社
会
主
義
運
動
』
、
ン
」
本
誌
『
唯
物
論
研
究
』
１
３
９
号
、
２
０
１
７
年
、
参
照
）
。
 

創
立
ｌ
Ｏ
Ｏ
年
、
研
究
た
だ
し
、
大
藪
氏
の
歴
史
分
析
か
ら
理
論
を
再
検
証
し
た
本
書
で
の

家
論
」
の
理
論
的
貧
困
方
法
と
、
私
の
「
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」
的
な
マ
ル
ク
ス
再
発
見
は
、

の
政
治
指
導
者
に
反
す
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
示
す
た
め
に
、
大
藪
氏

ン
の
前
衛
党
組
織
論
、
 
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
、
私
が
か
っ
て
大
学
院
生
向
け
の
エ
ッ
セ
イ
と

趣
提
起
し
た
．
し
て
書
い
た
「
一
つ
の
国
家
論
入
門
Ｉ
社
会
科
学
を
志
す
人
々
へ
」
と

壁
体
制
の
経
済
的
、
政
 
い
う
文
章
を
要
約
し
、
私
自
身
の
「
国
家
の
社
会
へ
の
再
吸
収
」
テ
ー

レ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ゼ
ヘ
の
接
近
の
仕
方
を
示
そ
う
。
「
何
の
た
め
の
学
問
？
」
と
若
い
院
生
韮

妻
と
は
逆
に
、
国
家
 
た
ち
に
問
い
か
け
て
、
研
究
者
に
な
る
た
め
の
「
問
題
意
識
」
の
重
要

し
、
革
命
後
の
新
体
性
、
「
問
題
の
発
見
」
の
意
義
を
説
い
た
も
の
だ
っ
た
（
『
日
本
の
科
学

頁
）
と
い
う
。
Ｖ
章
者
』
２
０
巻
５
号
、
１
９
８
５
年
）
。

す
な
わ
ち
強
制
の
鎧

の
高
い
評
価
か
ら
し
 
レ
ー
ニ
ン
『
国
家
と
革
命
』
か
ら
疑
う

〈
３
部
作
の
検
討
か

一
、
ｔ
１
ｉ
ン
評
価
か
大
藪
龍
介
氏
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
．
、
ｔ
ユ
ー
ン
型
国
家
」
の
理
念
を
、

／
ｌ
ゼ
が
、
マ
ル
ク
ロ
シ
ア
革
命
の
進
行
と
公
安
委
員
会
型
国
家
創
出
の
現
実
と
対
比
し
て
 
｜

と
思
わ
れ
る
。
 
レ
ー
ニ
ン
国
家
論
診
批
判
す
る
。
私
も
そ
の
点
に
異
存
は
な
く
「
十
月

ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
革
命
Ⅱ
ク
ー
デ
タ
」
説
も
説
い
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
レ
ー
ニ
ン
『
国

と
自
称
す
る
に
ぁ
家
と
革
命
』
は
パ
リ
。
．
、
く
ユ
ー
ン
を
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と

「
国
家
の
社
会
へ
 
疑
問
を
持
っ
た
．
「
一
つ
の
国
家
論
入
門
皇
で
は
、
こ
の
小
冊
子
の
基
本

り
げ
■
訓
川
Ｉ
何
１
０
＃
旧
い
-
駅
，
，
Ｉ
-

堀
 
一
《
ロ
 
、
少

弄
愚
弘
屋
か
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的
性
格
か
ら
疑
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
〈
古
典
〉
と
さ
れ
て
い
る
、

レ
ー
’一
ン
『
国
家
と
革
命
』
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
レ
ー

ニ
ン
『
国
家
と
革
命
』
は
、
文
庫
本
に
し
て
２
０
０
頁
足
ら
ず
、
ひ

と
ま
ず
通
読
し
て
全
体
の
構
成
と
大
意
を
つ
か
み
と
る
。
こ
の
著
作

は
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
抜
き
書
き
を
も
と
に
組
み
た
て
ら

れ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
学
説
と
革
命
に
お
け
る
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
諸
任
務
」
が
副
題
だ
．
１
９
１
７
年
８
-９
月
の
執
筆

だ
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
二
月
革
命
と
十
月
革
命
と
の
間
、
「
四
月
テ
ー
ゼ
」

の
後
に
な
る
。
後
半
の
カ
ウ
ヅ
キ
ー
批
判
ぞ
見
て
も
、
こ
の
著
作
が
、

ロ
シ
ア
革
命
の
具
体
的
方
途
を
意
識
し
た
政
治
的
・
実
践
的
著
作
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
・
・
…
．

冒
頭
で
レ
ー
’一
ン
は
、
「
我
々
の
任
務
は
、
何
よ
り
も
ま
す
、
マ
ル

ク
ス
の
真
の
国
家
学
説
患
現
状
に
復
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、

ラ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
著
作
か
ら
国
家
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所

を
み
な
、
少
な
く
と
も
決
定
的
な
箇
所
を
み
な
、
で
き
る
だ
け
完
全

な
姿
で
、
ぜ
ひ
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
ひ
と
ま
ず

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
レ
ー
’一
ン
は
、
本
当
に
マ
ル
ク
ス
、
》
ば
、
ク
イ
ズ
的
に
答
え
が
出
る
。
『
国
法
論
批
判
』
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
全
著
作
を
参
照
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

一
読
し
た
印
象
で
も
、
ど
こ
か
ひ
っ
か
か
る
．
『
国
家
論
ノ
ー
ト
』

で
も
、
学
説
史
的
叙
述
プ
ラ
ン
は
１
８
４
７
年
以
降
の
年
代
誌
が
挙

柾
げ
ら
れ
Ｔ
い
る
空
尺
１
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
な
ど
の
初
期
マ
ル
ク
ス

「
フ
ラ
ン
ス
三
部
作
」
と
い
わ
れ
る
が
、
『
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
ー
８
日
』

と
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
乱
』
は
あ
る
が
、
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

階
級
闘
争
』
が
出
て
こ
な
い
の
は
不
思
議
だ
。
レ
ー
’一
ン
の
強
調
し

て
や
ま
な
い
〈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
〉
が
初
め
て
用
い
ら
れ
る

マ
ル
ク
ス
の
著
作
な
の
に
．

な
に
よ
り
も
、
『
資
本
論
』
が
で
て
こ
な
い
．
『
資
本
論
』
は
、
国

家
論
で
は
重
要
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
〈
プ
ラ
ン
問
題
〉
の
「
国

家
の
形
態
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
総
括
」
は
も
と
よ
り
、
第
３
巻

地
代
論
の
「
生
産
条
件
の
所
有
者
の
直
接
生
産
者
に
対
す
る
直
接
的

関
係
…
…
、
こ
の
関
係
こ
そ
は
、
つ
ね
に
我
々
が
そ
の
う
ち
に
社
会

的
構
造
全
体
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
主
権
・
従
属
関
係
の
政
治
的
形

態
の
、
要
す
る
に
そ
の
つ
ど
の
独
自
な
国
家
形
態
の
、
最
奥
の
秘
密
、

隠
れ
た
基
礎
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
命

題
も
出
て
こ
な
い
。
ど
う
も
レ
ー
’一
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
よ
り
も
エ
ン

ゲ
ル
ス
に
よ
り
多
く
依
拠
し
て
い
る
み
た
い
だ
Ｉ
こ
ん
な
〈
問
い
〉

を
設
定
で
き
れ
ば
、
す
で
に
国
家
論
研
究
の
入
り
口
に
さ
し
か
か
つ

た
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
こ
う
し
た
〈
問
い
〉
の
い
く
つ
か
に
は
、
少
し
調
べ
れ

オ
ロ
ギ
ー
』
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
な
ど
は
、
レ
ー
ニ
ン
死
後
に
発
表

さ
れ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
レ
ー
ニ
ン
は
参
照
し
ょ
う
が
な
か
っ
た

曲
の
だ
、
と
。
い
ず
れ
に
し
て
も

》
り
が
あ
る
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
、

碑
よ
る
の
だ
ろ
う
。
 
：

国
家
と
革
命
』
の
典
拠
に
は
、
偏

レ
ー
’一
ン
の
実
践
的
問
題
関
心
に

剛
』

》
卒
《
？
-

吟
。
咋
一
畿

呈
ｂ

』
-
』

『

｝

壷

Ｌ
よ
ノ
、

儒
職

畷寛

＃
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卜
」
に
、
官
吏
や
「
労
働
者
な
み
の
賃
金
」
と
「
武
装
し
た
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
統
制
と
指
導
豈
下
に
お
き
、
「
議
会
制
度
の
廃
棄
」
に

よ
り
「
代
議
機
関
を
お
し
ゃ
べ
り
小
屋
か
ら
『
行
動
的
』
団
体
へ
転

化
す
る
こ
と
」
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
す
べ
て
マ
ル
ク
ス
の
引
用

に
も
と
づ
い
て
お
り
、
一
見
忠
実
な
再
現
に
見
え
る
。

そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
『
内
乱
』
を
読
ん
で
み
る
。
レ
ー
ニ
ン
が
依

拠
し
た
の
は
「
よ
び
か
け
」
第
３
章
だ
。
第
一
草
稿
で
は
「
．
、
く
ユ
ー

ン
の
性
格
」
の
項
だ
。
第
一
草
稿
で
は
い
き
な
り
 
Ｆ
た
る
と
こ
ろ
に

ゆ
き
わ
た
っ
た
複
雑
な
軍
事
的
・
官
僚
的
・
教
権
的
・
司
法
的
諸
機
関

を
も
つ
中
央
集
権
的
な
国
家
機
構
は
、
生
き
た
市
民
社
会
に
う
わ
ば
み

の
よ
う
に
巻
き
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
文
学
的
表
現
に
で
く
わ
す
。

「
軍
事
的
・
官
僚
的
・
教
権
的
、
司
法
的
」
だ
。
「
議
会
」
は
で
て
こ
な

い
．
そ
の
先
で
は
「
常
備
軍
と
、
い
っ
さ
い
を
指
図
す
る
官
僚
と
、
人

恥
愚
昧
化
す
る
聖
職
者
と
、
階
層
制
を
な
す
卑
屈
な
裁
判
官
と
を
擁
す

る
政
府
権
力
」
が
、
「
国
家
寄
生
物
」
と
あ
る
．
立
法
議
会
は
「
社
会

の
自
治
を
装
う
階
級
支
配
の
形
態
」
と
み
て
い
る
よ
う
だ
。

「
打
ち
砕
か
れ
た
」
の
は
、
「
階
級
支
配
の
用
具
で
あ
る
国
家
１
１

社
会
の
公
僕
で
あ
る
か
わ
り
に
社
会
の
主
人
の
地
位
を
慕
奪
し
よ
う

と
す
る
中
央
集
権
的
に
組
織
さ
れ
た
政
府
権
力
」
だ
。
「
軍
・
官
・

教
・
司
」
の
「
国
家
寄
生
物
」
と
同
義
だ
ろ
う
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
議

会
制
度
は
す
で
に
終
わ
り
を
つ
げ
て
い
た
」
の
で
「
労
働
者
革
命
は

確
か
に
議
会
制
度
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
役
目
を
も
っ
て
は
ぃ
な
か
つ

一
た
」
と
あ
る
。
ど
う
も
「
政
府
権
力
Ⅱ
国
家
権
力
」
と
「
議
会
」
の

は
く
粉
砕
〉
の
対
象
で
は
な
い
ら
し
い
。

．
、
Ｋ
ユ
ー
ン
の
積
極
的
規
定
は
ど
う
か
？
 
「
国
家
そ
の
も
の
に
対

す
る
、
社
会
の
こ
の
超
自
然
的
鬼
子
に
対
す
る
革
命
」
「
人
民
自
身
の

社
会
生
活
を
人
民
の
手
で
人
民
の
た
め
に
回
復
し
た
も
の
」
「
国
家
権

力
の
決
定
的
否
定
」
と
あ
る
。
別
の
箇
所
で
は
「
国
家
権
力
が
、
社

会
を
支
配
し
圧
服
す
る
力
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
自
身
の
力
と
し

て
、
社
会
に
よ
っ
て
、
人
民
大
衆
自
身
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
た
も
の
」

「
人
民
大
衆
の
社
会
的
解
放
の
政
治
形
態
」
と
も
い
う
。
〈
国
家
そ
の

も
の
に
対
す
る
革
命
〉
〈
国
家
の
社
会
へ
の
再
吸
収
〉
と
い
う
わ
け

だ
。
レ
ー
ニ
ン
の
「
半
国
家
」
「
武
装
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
統

制
と
指
導
」
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
ず
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
の
〈
粉
砕
〉
の
内
容
は
、
「
常
備
軍
は
人
民
の
民
兵
へ
」

「
国
家
寄
生
者
の
大
群
は
取
り
除
か
れ
」
「
聖
職
者
の
教
階
制
は
学
校

教
師
と
交
替
」
「
国
家
の
裁
判
官
は
．
、
ミ
ュ
ー
ン
の
機
関
へ
」
だ
。
そ

し
て
「
国
民
代
表
機
関
へ
の
選
挙
権
は
組
織
さ
れ
た
諸
コ
ｆ
ユ
ー
ン

の
意
志
の
意
識
的
な
表
現
へ
」
だ
．
人
的
構
成
変
化
と
機
能
転
換
、

制
度
的
再
編
成
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
レ
ー
ニ
ン

で
は
「
聖
職
者
・
裁
判
官
」
が
で
て
こ
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
「
．
、
Ｉ
ユ
ー
ン
は
階
級
闘
争
が
最
も
合
理
的
な
人
道

的
な
仕
方
で
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
経
過
で
き
る
よ
う
な
合
理
的

環
境
を
つ
く
り
だ
す
」
と
も
い
う
。
〈
合
理
的
・
人
道
的
な
階
級
闘

争
〉
と
は
何
だ
ろ
う
．
す
ぐ
あ
と
に
「
そ
れ
が
激
烈
な
反
動
と
、
同

様
に
激
烈
な
革
命
と
浄
よ
び
お
こ
す
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
あ
り
、

こ
ち
ら
の
方
が
レ
ー
ニ
ン
の
〈
暴
力
革
命
〉
に
ぴ
っ
た
り
だ
。
マ
ル

Ａ
２
Ｊ
１
Ｆ
Ｆ
Ｂ
Ｈ
１
卜
ｆ
劇
，
ｉ
冑
や
し
韓
ユ
ト
十
Ｇ
Ｊ
色
Ｉ
ｆ
Ｉ
ｒ

Ｅ
ｈ
Ｆ
肘

一
一
ク
ス
第
一
草
稿
は
１
８
７
１
年
４
月
段
階
だ
か
ら
、
ま
だ
平
和
的
前
 
い
っ
た
〈
階
級
分
派
〉
に
焦
点
を
当
て
た
政
治
分
析
と
し
て
読
め
る
。

進
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
：
：
：
一
 
ど
う
や
ら
レ
ー
ニ
ン
は
、
「
よ
び
か
け
」
第
３
章
に
集
中
し
た
た
め
、

そ
ん
な
関
心
で
、
少
し
回
り
道
を
し
て
．
、
ミ
ュ
ー
ン
前
後
の
マ
ル
一
『
内
乱
』
全
体
の
諭
理
ぞ
軽
視
し
た
よ
う
だ
。
国
家
の
本
質
規
定
は
エ

ク
ス
の
言
説
を
調
べ
る
と
、
「
よ
び
か
け
」
２
ヵ
月
後
の
１
８
７
１
年
一
ン
ゲ
ル
ス
に
依
拠
し
て
〈
階
級
抑
圧
の
道
具
〉
を
ア
．
プ
リ
オ
リ
に
前

７
月
の
『
ザ
・
ワ
ー
ル
ド
』
紙
通
信
員
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
「
ィ
一
提
し
て
お
り
、
ど
う
も
『
国
家
と
革
命
』
か
ら
は
〈
一
枚
岩
〉
の
「
相

ギ
リ
ス
で
は
自
分
の
政
治
的
な
力
を
発
揮
す
る
方
法
は
労
働
者
階
級
 
一
争
う
」
こ
と
の
な
い
支
配
階
級
と
国
家
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
だ
か
ら

に
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
和
的
な
扇
動
の
方
が
敏
速
か
つ
確
実
に
一
マ
ル
ク
ス
の
「
軍
・
官
・
教
・
司
」
の
複
合
的
国
家
観
に
注
目
せ
ず
、

仕
事
を
な
し
と
げ
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
蜂
起
は
狂
気
の
沙
汰
で
す
。
一
議
会
も
同
一
次
元
で
〈
粉
砕
〉
の
対
象
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
 
一

宮
 
垂

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
多
数
の
弾
圧
法
規
と
諸
階
級
間
の
和
解
し
え
な
い
一
力
？
 
そ
れ
に
、
「
武
装
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
内
部
の
矛
盾
や

敵
対
と
が
社
会
的
戦
争
の
暴
力
的
解
決
を
必
然
化
し
て
い
る
よ
う
に
｝
〈
党
と
大
衆
〉
の
問
題
が
言
及
さ
れ
ず
、
〈
粉
砕
〉
後
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

思
え
ま
す
」
と
い
う
言
明
に
で
あ
う
。
こ
れ
で
、
少
な
く
と
も
当
時
一
 
独
裁
国
家
Ｉ
半
国
家
が
あ
ま
り
に
楽
観
的
に
よ
め
る
の
も
気
に
な
る
。

の
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
が
〈
暴
力
革
命
不
可
避
〉
と
 
わ
れ
わ
れ
が
ス
タ
ー
リ
ン
支
配
の
経
験
を
知
り
、
〈
現
存
社
会
主
義
〉
麺

考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

喬
第
一
草
稿
か
ら
第
二
草
稿
に
移
る
と
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、

一
の
問
題
を
く
ぐ
っ
て
読
ん
で
い
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
著
作

一
に
内
在
す
る
理
諭
的
弱
点
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
？

司
支
配
階
級
と
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
争
う
諸
分
派
が
、
彼
ら
の
交
互
の

朧
↓
勝
利
の
日
に
そ
う
し
た
よ
う
に
、
既
存
の
国
家
組
織
体
を
そ
の
ま
ま
 
し
ｌ
ニ
ン
に
お
け
る

↑
桐
和
睦
 
■

》
一
鱸
訣
扉
蕊
鯲
墹
撮
靭
娼
淵
蝸
繩
糀
マ
ル
ク
ス
『
精
神
的
抑
圧
力
」
の
無
視
が
も
た
ら
し
た
も
の

》
評
一

錆
『
宣
言
』
序
文
を
経
て
、
レ
ー
ニ
ン
を
感
激
さ
せ
た
視
点
に
で
あ
う
。
 
私
の
１
９
８
５
年
当
時
の
理
論
的
関
心
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の

だ
が
、
〈
支
配
階
級
の
相
争
う
諸
分
派
〉
と
は
何
だ
ろ
う
？
そ
う
「
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
や
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
．
ホ
ー
ル
の
サ
ッ

い
え
ば
第
一
草
稿
で
も
〈
国
家
そ
の
も
の
に
対
す
る
革
命
〉
を
「
国
 
チ
ャ
ー
政
権
分
析
で
使
わ
れ
た
「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
で

》
 
家
権
力
を
支
配
階
級
の
一
つ
の
分
派
か
ら
別
の
分
派
の
手
に
移
す
た
 
あ
っ
た
。
後
に
グ
ラ
ム
シ
の
「
機
動
戦
か
ら
陣
地
戦
へ
」
の
延
長
上
で
、

め
の
革
命
で
は
な
い
」
と
説
明
し
て
い
た
。
『
内
乱
』
全
体
が
、
そ
も
「
陣
地
戦
か
ら
情
報
戦
へ
」
を
提
唱
す
る
伏
線
と
な
っ
た
（
加
藤
『
情
報

そ
も
正
統
王
朝
派
、
オ
ル
レ
ア
ン
派
、
ポ
ナ
パ
ル
ト
派
、
共
和
派
と
 
戦
の
時
代
』
『
情
報
戦
と
現
代
史
』
花
伝
社
、
２
０
０
７
年
）
。

ｆ
ｒ
■
-
Ｊ
Ｉ
Ｉ
■
-
・

４
１
１
卜
-
Ｊ
１
１
部
-
Ｉ
も
出
３
１
、

玲

糾

部

伊

醐

い

い

脚

郡

・

瑚
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脚
脚
圃
測
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測
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マ
ル
ク
ス
の
第
二
草
稿
で
は
、
「
議
会
」
と
「
政
府
」
は
明
示
的
に

区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
政
府
Ⅱ
既
存
の
国
家
組
織
体
Ｉ
伝
来

の
実
務
機
構
」
に
は
、
第
一
草
稿
の
「
軍
・
官
・
教
・
司
」
に
「
警

察
」
が
加
わ
る
。
そ
し
て
常
備
軍
と
政
治
警
察
を
「
物
質
的
な
抑
圧

力
」
と
よ
び
、
教
会
を
「
精
神
的
な
抑
圧
力
」
と
よ
び
区
別
す
る
。

レ
ー
’一
ン
の
参
照
し
た
「
よ
び
か
け
」
成
文
で
は
、
常
備
軍
の
武
装

し
た
人
民
へ
の
お
き
か
え
、
警
察
・
官
吏
の
．
、
く
ユ
ー
ン
に
よ
る
統

制
と
「
労
働
者
な
み
の
賃
金
」
化
を
述
べ
た
う
え
で
、
「
旧
来
の
政

府
の
物
質
的
強
力
の
要
素
で
あ
る
常
備
軍
と
警
察
を
い
っ
た
ん
取
り

の
ぞ
い
て
し
ま
う
と
、
．
、
く
ユ
ー
ン
は
す
べ
て
の
教
会
を
国
家
か
ら

分
灘
し
、
そ
れ
が
財
団
で
あ
る
限
り
で
教
会
か
ら
基
本
財
産
を
没
収

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
的
な
抑
圧
力
す
な
わ
ち
『
妨
主
権
力
』

を
打
ち
砕
く
こ
と
に
熱
心
に
努
力
し
た
」
と
あ
る
。
司
祭
の
隠
遁
所

送
り
、
す
べ
て
の
教
育
施
設
の
無
料
公
開
、
「
学
問
そ
の
も
の
が
階

級
的
偏
見
と
政
府
強
力
と
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
て
い
た
束
縛
か
ら
解

放
さ
れ
た
」
こ
と
、
司
法
職
員
の
「
に
せ
の
独
立
性
」
が
剥
奪
さ
れ

他
の
公
務
員
な
み
の
選
挙
・
リ
コ
--ル
制
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の

「
精
神
的
抑
圧
力
」
に
、
な
ぜ
か
注
目
し
て
い
な
い
。

ど
う
や
ら
、
マ
ル
ク
ス
『
内
乱
』
の
国
家
論
で
は
、
第
一
に
、
中

央
政
府
機
構
と
議
会
（
そ
れ
に
地
方
自
治
体
）
が
区
別
さ
れ
、
第
二

に
、
政
府
機
構
内
部
も
常
備
軍
碑
官
僚
制
の
「
物
質
的
抑
圧
力
」
と

一
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
診
「
古
い
政
治
権
力
の
純
然
た
る
抑
圧
的
な
諸

一
機
関
は
切
り
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
他
方
、
正
当
な

一
諸
機
能
は
、
社
会
そ
の
も
の
に
優
越
す
る
地
位
を
纂
奪
し
た
権
力
か

一
ら
も
ぎ
と
っ
て
、
社
会
の
責
任
を
負
う
吏
員
た
ち
に
返
還
さ
れ
る
は

ず
だ
っ
た
」
と
い
う
観
点
で
、
く
み
か
え
る
構
想
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
れ
は
、
レ
ー
’一
ン
『
国
家
と
革
命
』
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
、

｜
だ
い
ぶ
異
な
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
「
支
配
階
級
の
相
争
う
諸
分
派
」
を

一
捨
象
し
た
の
と
同
様
に
、
「
で
き
あ
い
の
国
家
機
構
」
を
も
っ
ぱ
ら

一
「
官
僚
的
軍
事
的
機
構
」
と
し
て
扱
い
、
「
精
神
的
抑
圧
力
」
で
あ
る

一
聖
職
者
・
裁
判
官
は
無
視
し
て
、
「
物
質
的
抑
圧
力
」
Ⅱ
常
備
軍
・
官

一
僚
の
み
の
お
き
か
え
ぞ
論
じ
て
い
る
．

》
 
「
議
会
制
度
の
廃
棄
」
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
命
名
だ
．
マ
ル
ク
ス
自

一
身
が
「
議
会
制
度
を
打
ち
砕
き
、
そ
れ
と
と
も
に
有
産
階
級
に
対
す

一
る
政
府
の
あ
か
ら
さ
ま
な
屈
従
を
打
ち
砕
く
」
と
書
い
た
の
は
、
．

一
、
ミ
ュ
ー
ン
の
こ
と
で
は
な
く
、
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
宣
伝
ス
ロ
ー

》
ガ
ン
の
こ
と
だ
。
マ
ル
ク
ス
は
、
確
か
に
「
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
は
死

-
ん
だ
」
と
い
う
第
一
草
稿
以
来
の
認
識
か
ら
「
．
、
く
ユ
ー
ン
は
議
会

一
風
の
機
関
で
は
な
く
同
時
に
執
行
し
立
法
す
る
行
動
的
機
関
で
な
け

一
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
時
間
的
に
も
空
間

》
的
に
も
限
定
さ
れ
た
規
定
で
、
議
会
制
一
般
に
つ
い
て
の
も
の
で
は

一
な
い
。
レ
ー
’一
ン
も
「
議
会
制
度
か
ら
の
活
路
は
代
議
機
関
と
選
挙

一
制
の
廃
棄
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
レ
ー
’一

一
ン
は
、
１
９
１
７
年
当
時
の
ロ
シ
ア
の
実
践
的
課
題
に
ひ
き
つ
け

え
る
こ
と
は
で
き
る
し
、

噸
胡
●
掘
斯
上
１
４
尋
噂
３
洞
脊
班
噌
杜
心
憎
閑
田
渕
ｆ
ｆ
Ｆ
ｆ
酢
Ｉ
ｒ
Ｆ
ｉ
軍
獄
鵠
僻
便
曾
監

一
弐
た
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
一
歩
飛
躍
し
、
一
般
化
し
た
の
 
一
紙
を
引
い
て
、
「
国
家
が
存
在
す
る
あ
い
だ
は
自
由
は
な
い
。
自
由

一
で
は
な
か
っ
た
か
？
 
一
 
が
あ
る
と
き
に
は
国
家
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
断
言
す
る
が
、

刃
で
騨
謹
飛
輪
淵
謹
離
謂
籍
雪
訂
鰭
勵
灘
鍬
蕊
繩
駝
嘩
諾
蕊

一
の
い
う
〈
合
意
の
調
達
〉
や
〈
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
〉
の
視
点
が
欠
け
て
い
 
一
あ
る
．
今
日
で
さ
え
、
い
ろ
い
ろ
な
国
家
形
態
が
ど
れ
だ
け
自
由
か

・
た
の
で
は
な
い
か
？
！
』
ん
な
風
に
考
え
が
進
ん
だ
ら
、
す
で
に
大
一
不
自
由
か
は
、
そ
の
国
家
形
態
が
『
国
家
の
自
由
』
を
ど
れ
ほ
ど
制

一
き
な
〈
問
題
〉
に
直
面
し
た
と
言
っ
て
い
い
．
こ
こ
か
ら
、
マ
ル
ク
一
限
し
て
い
る
か
の
程
度
に
よ
る
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い

ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
国
家
論
の
全
体
的
再
構
成
に
進
む
道
も
あ
る
。

ご
 
可

一
力
？
 
こ
の
方
が
〈
国
家
そ
の
も
の
に
対
す
る
革
命
〉
〈
国
家
の
社

一
度
こ
う
し
た
批
判
的
視
座
ぞ
獲
得
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
何
気
な
 
一
会
へ
の
再
吸
収
〉
と
い
う
国
家
観
に
ふ
さ
わ
し
い
、
等
々
。
こ
れ
ら

”く
読
み
す
ご
し
て
き
た
テ
キ
ス
ト
が
、
ち
が
っ
た
風
に
読
め
て
く
一
の
〈
問
題
〉
を
、
各
国
政
治
史
や
労
働
者
運
動
吏
の
な
か
で
検
討
し

㈲
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の
〈
正
当
な
諸
機
能
の
返
還
〉
ぞ
 
一
て
い
け
ば
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
を
離
れ
た
無
数
の
問
題
群
が
現

一
「
官
吏
の
選
挙
・
リ
コ
ー
ル
・
輪
番
制
」
「
監
督
と
簿
記
」
と
い
う
技
 
一
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

｜
術
的
・
道
具
的
合
理
化
と
考
え
た
よ
う
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
〈
社
会

１１２

》
へ
の
再
吸
収
〉
と
は
、
も
っ
と
人
間
論
的
次
元
ぞ
含
ん
だ
主
体
的
．
 
以
上
の
よ
う
に
、
私
と
大
藪
龍
介
氏
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
」

君
』
Ｍ

ゞ
診
苅
 

和

上
》
｜
自
主
管
理
的
で
〈
人
道
的
〉
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
？
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
「
古
典
」
へ
の
ス
タ
ン
ス
は
違
っ
た
。
だ

感
レ
ー
ニ
ン
は
民
主
主
義
を
も
っ
ぱ
ら
国
家
形
態
と
し
〈
資
本
主
義
が
、
半
世
紀
近
く
を
経
て
、
共
に
マ
ル
ク
ス
の
「
国
家
の
社
会
に
よ
る

-程
 

韮
鈎
一
の
最
良
の
政
治
的
外
被
〉
と
位
置
づ
け
て
国
家
と
と
も
に
死
滅
す
る
再
吸
収
」
と
い
う
国
家
観
が
最
重
要
で
あ
る
と
い
う
境
地
に
到
達
し
た
．

卦

認許
》
と
い
う
が
、
男
女
平
等
普
通
選
挙
権
浄
伴
う
大
衆
民
主
制
の
本
格
的
 
『
資
本
論
』
か
ら
多
様
な
経
済
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
う
ま
れ
た
よ
う
に
、

燕
↑
展
開
は
ロ
シ
ア
革
命
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
〈
現
存
社
会
主
義
〉
の
 
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
」
も
、
研
究
者
に
よ
り
、
社
会
運
動
家
に
よ

ず
卜
止

／
↓
経
験
に
照
ら
せ
ば
、
〈
自
由
と
民
主
主
義
〉
の
過
小
評
価
が
あ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
読
ま
れ
て
当
然
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す

ゴ
ゾ
、

の
で
は
な
い
か
？
 
党
内
民
主
主
義
や
民
主
的
人
格
な
ど
国
家
形
態
 
る
と
、
私
に
と
っ
て
、
大
藪
氏
の
大
著
で
一
番
興
味
深
く
読
め
た
の
は
、

．
に
解
消
さ
れ
な
い
民
主
主
義
の
問
題
が
、
今
日
ま
す
ま
す
重
要
に
最
終
章
の
大
藪
氏
自
身
の
政
治
的
・
思
想
的
軌
跡
の
回
顧
で
あ
っ
た
。

刊
￥
｝
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

畷

。
｝
の
第
Ⅵ
章
の
熟
読
玩
味
を
、
な
お
マ
ル
ク
ス
と
格
闘
す
る
意
欲
を
持

-” 
レ
ー
ニ
ン
は
ゴ
ー
タ
綱
領
時
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
べ
Ｉ
ベ
ル
あ
て
手
っ
若
い
人
々
に
強
く
お
勧
め
し
た
い
．
（
２
０
２
１
年
９
月
脱
稿
）

一

2 1 0


